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平成24年11月行事予定表平成24年11月行事予定表

日 曜 県協会・建産連・土木施工管理技士会 建災防・建退共・厚年基金 協同組合・火薬協会・保証会社

１ 木 全国建設業協会全国建設労働問題連絡協
議会（東京）

２ 金 宮崎県知事雇用改善推進表彰式

３ ㊏ 文化の日 文化の日 文化の日

４ ㊐

５ 月 基金事業主・事務責任者合同説明会
（西都、高鍋） 

６ 火
基金事業主・事務責任者合同説明会（都城）
基金三井住友信託銀行お取引先懇談会
（福岡）

７ 水 宮崎県建設業協会平成24年度建設雇用改
善推進表彰式（宮崎） 宮崎県産業安全衛生大会（佐土原）

８ 木 九州整備局今後の取り組みについての第
１回WG（福岡）

基金事業主・事務責任者合同説明会（延岡）
建退共事務担当者会議（大分） 火薬類保安講習（西都）

９ 金 基金事業主・事務責任者合同説明会（高千穂）
不整地運搬車運転技能講習（11日まで延岡）

10 ㊏

11 ㊐

12 月 宮崎県建設業協会建設現場等見学会
（日向工業高校）

13 火 基金事業主・事務責任者合同説明会（日向）

14 水 基金事業主・事務責任者合同説明会（串間） 火薬類爆発実験（延岡）

15 木

九州建設業協会労務対策委員会（熊本）　
宮崎県建設業協会建設現場等見学会
（宮崎工業高校）　　　　　　　　　　　
九州技士会と九地整との意見交換会（福岡）

基金事業主・事務責任者合同説明会（日南） 全建協連役員会（東京）

16 金
基金九地協事務職員研修会（福岡）
車両系建設機械（整地・掘削）運転技
能講習（17日まで清武）

17 ㊏

18 ㊐

19 月
宮崎県建設業協会土木労務委員会（宮崎）
宮崎県建設業協会常務理事会及び県との
意見交換会

基金納入告知書発送
建災防全国事務局長会議（東京）

20 火 宮崎県建設業協会建設現場等見学会
（宮崎農業高校） 基金事業主・事務責任者合同説明会（東諸）

21 水
九州建設業協会西日本建設業保証（株）
との意見交換会（沖縄）
雇用管理研修（宮崎）

雇用管理研修（宮崎）　　　　　　　　
基金事業主・事務責任者合同説明会（小林）
基金企業年金連合会ステップアップ研修
（22日まで東京）

22 木 高所作業車運転技能講習（24日まで清武） 全建協連事務局長会議（東京）

23 ㊎ 勤労感謝の日 勤労感謝の日 勤労感謝の日

24 ㊏

25 ㊐

26 月 基金事業主・事務責任者合同説明会（宮崎） 保証会社取締役会（大阪）

27 火 監理技術者講習（宮崎）

28 水
全国建設業協会全国会長会議（東京）　　
九州建設業協会技術担当職員研修会
（鹿児島県）

29 木

30 金 火薬類爆発実験（延岡）
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【退　会】
地　区　名 会　　社　　名 代　表　者　名
宮 崎 ㈱ 福 井 工 務 店 福　井　輝　文

【代表者、組織、所在地等】
地　区　名 会　社　名 変更事項 変　更　前 変　更　後
宮 崎 ㈱ 栄 興 建 設 ＴＥＬ 0985 － 85 － 8889 0985 － 65 － 5988

県協会　会県協会　会　　員員　　のの　　動動　　きき（10月1日～31日）

平成24年12月行事予定表平成24年12月行事予定表

日 曜 県協会・建産連・土木施工管理技士会 建災防・建退共・厚年基金 協同組合・火薬協会・保証会社

１ ㊏

２ ㊐

３ 月

４ 火 職長．安全衛生責任者教育
（５日まで清武）

５ 水

６ 木 九州建設業協会総務・経理担当職員研修会（沖縄） 建災防木造建築パトロール 火薬類保安講習（宮崎）

７ 金

８ ㊏

９ ㊐

10 月

11 火

12 水 宮崎県建設業協会常務理事会及び県との
意見交換会

13 木 基金三井住友信託銀行資産運用セミナー（福岡）

14 金
車両系建設機械（整地．掘削）
運転技能講習（15日まで延岡）
災防団体連絡協議会（宮崎）

15 ㊏

16 ㊐

17 月 基金納入告知書発送

18 火

19 水 全国技士会事務局長会議（東京） 基金九地協宮崎部会役員会．事務職員
合同研修会（宮崎）

20 木

21 金

22 ㊏

23 ㊐ 天皇誕生日 天皇誕生日 天皇誕生日

24 ㊊ 振替休日 振替休日 振替休日

25 火

26 水

27 木

28 金 仕事納め 仕事納め 仕事納め

29 ㊏

30 ㊐

31 月

【ホームページ】
項　　　　　　　　　目 所　　管 形　式

1 平成24年度（下期:25.3.11）第13回建設業経理士（1・2級）・
第32回建設業経理事務士（3・4級）のご案内 建 設 業 振 興 基 金 html

　上記文書をご覧になる場合は、予め会員の皆様方に通知しておりますID及びパスワードが必要となります。
　当協会ホームページアドレスにつきましては、会報表紙をご覧ください。

県協会ホームページ・会員専用サイト掲載項目案内 （24.10月分）県協会ホームページ・会員専用サイト掲載項目案内 （24.10月分）
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宮崎県建設業協会

１．第７回常務理事会を開催

 平成24年10月11日（木）午後１時30分、ホテルメリ
ージュ２階「翡翠の間」において開会された。
 議題については次のとおり。
 議題１　上半期事業報告及び中間監査報告について
 大谷課長が、10月10日（水）児玉・相葉・神中監事

による中間監査を実施し、指摘事項等なかったことを
報告し、資料１に基づき、上半期の事業報告と決算報
告を行った。中間決算は、総会費が通常総会での藤井
教授の講演料支出と、調査研究費が一般社団法人移行
準備のため実施した不動産鑑定料支出が原因で、予算
執行率が100％を超過したことを説明して承認された。
 議題２　平成24年度建設雇用改善推進表彰事業者推薦について
 大谷課長が、資料２に基づき、本年度の雇用改善推進表彰の候補者が、３事業所と８個人が推薦され、

候補者全員が資格要件をクリアしていることを報告し、全会一致で承認された。
 議題３　九州建設業協会会長会議の報告について
⑴　九州地方整備局依頼のＷＧ設置について
　樫村局長が、資料３に基づき九建会長会議の報告を行い、６月に実施された九地整との意見交換会
で出された課題を解決するため、ＷＧが設置されることになったことを報告した。ＷＧの人選は、技
士会と土木委員会の長である竹尾会長が選任されて、残りの２名は竹尾会長と事務局で人選すること
が承認された。
⑵　佐藤信秋参議院議員の出版記念パーティー並びに後援会副会長就任について
　佐藤信秋参議院議員のパーティー券について、九州各県が50万円で足並みを揃えることを報告し
た。本県は各地区協会と建産連加入団体に１万円宛、購入の協力を依頼することが了承された。また、
全国の建設業協会会長が、同議員の後援会副会長に就任することが併せて報告された。
　議題４　その他
⑴　自民党県連国政に関する要請への回答について
　樫村局長が資料４に基づき、今年７月に自民党県連を通して行った国政への要望について回答があ
ったことを報告した。
⑵　金融円滑化法期限切れに伴うセミナー開催の案内について
　樫村局長が資料５に基づき、九地整から来年３月で期限切れになる金融円滑化法対策セミナーにつ
いて開催の提案があったことを報告して、本会としても開催を要請することになった。
⑶　労務費調査最終対策説明会の開催について
　大谷課長が資料６に基づき、労務費調査対象企業の最終対策説明会参加申込み状況を説明して、参
加への協力依頼を行い了承された。
⑷　東九州自動車道と九州中央自動車道の早期整備に係る国等への要望活動について
　樫村局長が資料７に基づき、県商工会議所連合会から要請を受けた、国等への要望活動の説明を行
い、本会も発起人として参加することが承認された。11月２日（金）の要望活動には、永野会長が出
席することになった。

常務理事会
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⑸　県家畜防疫演習の開催について
　樫村局長が資料８に基づき、県家畜防疫演習開催について説明を行った。各地区協会は、振興局と
市町村窓口に積極的に働きかけを行うことが承認された。また11月８日（木）に開催される同研修会
には事務局が参加して、結果を常務理事会に報告することになった。
⑹　「全国なぎさシンポジウム in みやざき」開催に伴う参加依頼について
　樫村局長が資料９に基づき、「全国なぎさシンポジウム in みやざき」開催について説明を行い、各
区地区協会に参加を要請することが承認された。
　議題５　県との意見交換会について
　樫村局長が意見交換会は県からの情報提供がないこと、資料10に基づき事前資料を準備したことを説
明した。
　議題６　アンケート（従業員数・資格保有等）の実施について
　大谷課長が資料11に基づき、10月９日（火）に施行したアンケート調査について説明を行った。今
後の要望活動に活用するため、回収率を100％にすること、将来も定期的に実施したいことを説明し、
承認された。
　議題７　宮崎県入札契約制度改革に対する本会の意見について
　９月24日（月）に開催された臨時常務理事会の継続審議事項として、入札契約制度改革に対する各地
区の意見が報告された。本会としての意見は継続して協議することになった。
　議題８　次回常務理事会の開催日について
　次回の常務理事会は11月19日（月）に決定した。また、12月の常務理事会は12月12日（水）に決定した。
　以上、すべての議題を協議して終了した。

２．第７回宮崎県県土整備部との意見交換会を開催

　平成24年10月11日（木）午後３時30分、ホテルメリージュ２階「琥珀の間」において開催された。
　出席者は次のとおり。
　◇県土整備部
　　　管理課：江藤部参事兼課長、田村課長補佐、高妻主幹、串間主幹、宮田主査
　　　技術企画課：前田課長、木下課長補佐、森主幹、岩切主幹、日高主査
　◇宮崎県建設業協会
　　　永野会長、山﨑・川上・谷口副会長
　　　淵上・林・仁科・河野・甲斐・竹尾常務理事
　開会にあたり永野会長が「前月は課長不在にも拘わらず、意見交換会が開催されたことにお礼を申し
上げる。本日も忌憚のない意見交換ができるようによろしくお願いしたい」と挨拶した。
　続いて、江藤課長より「９月の意見交換会は、県議
会開会前を利用して、東北地方の視察を行ったため欠
席した。県からは宮城県と福島県に５名派遣している。
特に石巻市には港湾関係でゼネコン対応ができる人材
を土木から２名派遣している。また九州北部豪雨の支
援活動として、来年３月まで大分県と熊本県にも１名
ずつ派遣する。被災地の復興支援が続く限り、数ヶ月
間は人員的に厳しい状態が続くが、その間に本県に災
害が起こらないよう祈りたい。
　９月議会では、産業活性化特別委員会で地産地消が 永野会長挨拶
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テーマになった。内容的にも県土整備部が主体のため、
件数の97 ～ 98％と金額の95％は県内発注であることを
報告した。また、同委員会では入札制度の話まで及んだ。
入札制度については自民党県議がＰＴを作ったことも
あり、常任委員会よりも踏み込んだ話ができると感じ
た。本日の意見交換会もよろしくお願いしたい」と挨
拶された。
　引き続き、永野会長が議長になり意見交換会に移った。
　本会の意見は次のとおり。
①　入札不調の案件が発生して、土木事務所から地区
協会に相談があったが、歩掛りについて現場に応じ
た指導をしていただきたい。
②　機種選定について現場に合わない場合がある。生
コンは小型割り増しがあるため、量が多いほど業者
の手出しが増える。
③　社会保険問題だが、すでに国土交通省は施工体制
台帳に記載していない業者は工事ができない状態に
なっている。県の見解は如何か。
④　県議と県土整備部に本会を含めた意見交換会の機
会を作りたい。
　県の回答は次のとおり。
①　入札不調にならないように、実態に合った設計に
努めたい。また問題があれば協議をしたい。
②　小型車割り増しについては、実態に合った取り扱いに努めたい。
③　社会保険対策は、県も基本的には国と同じ対応である。２年ごとの入札参加資格更新時に、今回は
念書を求めるが、次回は更新できないことになる。一律に５年の猶予があるという解釈ではない。ま
た、元請けが下請けを指導することになるが、契約解除を要求するものではない。11月からマニュア
ル通り施工体制台帳に記載することになる。
　以上、意見交換会を終了した。

３．「公共工事労務費調査説明会」を県内８箇所、県内全業
  者を対象に開催！

　公共工事の積算に用いられる設計労務単価は、毎年、国が
実施する公共工事労務費調査において決定される。
　しかし、その単価も平成11年度頃をピークに年々減少して
おり、昨今の入札制度改革や建設投資の大幅な減少が労務単
価の減少に拍車を掛け、価格競争の激化、安値受注、利益低
下、賃金低下、労務単価の低下、予定価格の低下といった悪
循環に陥っており、この負のスパイラルが業界を更に疲弊さ
せている。
　また、この調査の実態として、全体で約3.5割にものぼる
標本が ｢就業規則等の未提出｣、｢所定労働時間が法定労働時

江藤課長挨拶

意見交換会

三宅昌規講師
（ＴＭ安全労務企画代表）
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間以内であることが確認できない｣、｢賃金台帳等に受領印が
ない｣ 等から棄却されている状況であり、その率を減少させ
ることも改善の一つであると言われている。
　本会においては、こういった状況を鑑み、実態に即した職
種の選定や所定労働時間、実物給与、下請けへの指導など、
調査票の記入も含めて正しく理解していただくために「公共
工事労務調査説明会」を宮崎県建設業協会主催、宮崎県県土
整備部共催のもと平成23年度より実施（会員企業向けの説明
会は22年度より実施）しており、本年度も三宅昌規講師（Ｔ
Ｍ安全労務企画代表：大分）をお招きして、県内５千業者を
対象に棄却率の減少や雇用改善の管理・徹底の推進を図った。
　研修会は、８月21日から８月30日にかけて県内８箇所にお
いて開催し、総勢約1,000社が受講した。

４．公共事業労務費調査(24.10月調査)最終対策説明会を開催

　本会の最重要課題事項として位置付けられている労務単価の減少について歯止めあるいはくさびを入
れるため、本年度は、２本立ての一つの事業として、公共事業労務費調査（24.10月調査）に選定（国・
県工事）された会員企業並びに下請・協力会社を対象に、平成24年10月23日（火）に最終対策として
の説明会を、宮崎観光ホテル東館３階「緋燿の間」で開催した。
　８月の説明会に引き続き、講師として三宅昌規先生にご依頼し、職種の適正な選定や現場の就労実態
に合った調査の対応などに重点をおいた説明をいただいた。会員企業である元請会社並びにその下請会
社・協力会社から参加のあった約80社は、熱心に聞き入り、説明会終了後も、個別対応として相談を受
けていた。
　最終対策説明会は、現行の調査システムの対策として、国の記入要領説明会が終了し、最終提出する
間の期間に設定して、数ヵ年実施するものである。

永野会長挨拶 三宅昌規講師 最終対策説明会

有効標本率、棄却率(平成23年度10月調査)

県　名
有効標本率 棄　却　率

全体
22調査 23調査 22調査 23調査

宮　崎 69.8% 73.3% 30.2% 26.7% 100%

鹿児島 79.2% 72.7% 20.8% 27.3% 100%

九　州 64.3% 65.8% 35.7% 34.2% 100%

全　国 62.4% 65.5% 37.6% 34.5% 100%

労務費調査研修会参加企業数

会　場 会　員 非会員 小　計
（社）

日　向 49 98 147
西　都 20 59 79
小　林 23 52 75
日　南 46 44 90
宮　崎 54 228 282
西臼杵 19 15 34
延　岡 26 156 182
都　城 34 106 140
合　計 271 758 1,029

宮崎会場
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５．平成25年度宮崎県産業開発青年隊隊員募集について
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６．住宅セーフティネット整備推進事業について
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http://www.minkan safety net.jp



－ 10 －

７．労働災害減少に向けた緊急要請について

　労働災害による休業４日以上の死傷者数は平成22年、23年と２年連続で増加しました。このような

事態は、実に33年ぶりのことです。

　この間、厚生労働省においても、労働災害が増加傾向にある業種に対する集中的な指導の実施など、

労働災害の減少に向けた様々な取組を行ってきました。また、関係団体に対しても、労働災害防止対策

の推進を要請しました。

　しかし、平成24年に入っても、その増加傾向には歯止めがかからず、今年の８月末までに発生した労

働災害の件数は、昨年の８月末までに発生した件数と比べて7.9%の増加となっています。この傾向が

続けば３年連続で労働災害が増加するという極めて憂慮すべき事態も想定されます。

　このため、別添のとおり労働災害の減少に向けた緊急要請をいたします。貴団体としての取組を強化

いただくとともに、傘下の会員事業場への周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。

労働災害減少に向けた緊急要請

　労働災害の発生件数は、労使の皆さまのご尽力もあり、長期的には着実に減少してきましたが、平成

22年、23年と２年連続で増加しました。このような事態は、実に33年ぶりのことです。

　この間、厚生労働省においても、労働災害が増加傾向にある業種に対する集中的な指導の実施等、労

働災害の減少に向けて様々な取組を行ってまいりましたが、平成24年に入ってもその増加傾向には歯止

めがかからず、８月末現在で対前年比7.9%の増加となっています。この傾向が続けば３年連続増加と

いう極めて憂慮すべき事態も十分想定されます。

　労働災害が増加に転じた背景には、様々な要因があります。リーマンショック以降の生産水準の回復

や東日本大震災の復旧・復興工事の影響もその一因と考えられます。しかしながら、着実に減少してい

た製造業や建設業の労働災害が増加に転じた背景には、厳しい経営環境の中での安全衛生管理体制の劣

化があることが懸念されます。また、第三次産業や陸上貨物運送事業の労働災害は、長期的には労働災

害全体が減少する中でも、横ばい傾向を続けてきました。特に第三次産業は、全労働者数に占めるウェ

イトが高くなる中、必ずしも十分な安全管理体制が確保されていないことが危惧されます。さらに若年

者をはじめ経験が十分でない労働者に対して効果的な安全衛生教育が実施されているでしょうか。

　いずれにしても、いかなる経済情勢下にあっても、労働災害は本来あってはならないものです。事業

者の皆様におかれましては、労働災害による犠牲者をこれ以上出さないという強い決意のもと、企業の

安全衛生活動を今一度総点検していただくよう要請します。

　その上で、労使の皆様をはじめ、関係者が一体となって以下の取組を徹底し、労働災害の防止に努め

ていただきますよう、要請いたします。

　一、安全衛生管理体制の充実

　一、個々の労働者の状況に即した効果的な安全衛生教育の実施

　一、「見える」安全活動など創意工夫した効果的な自主的安全衛生活動の実施

 平成24年９月28日　　　　　　　　

 厚生労働省労働基準局　　　　

 安全衛生部長　宮野　甚一　
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８．下請債権保全支援事業が平成25年3月31日まで延長されました！

03 5253 8281 011 241 8654

03 3286 2260

03 4284 1250

03 5640 8695

03 3545 8562

03 5444 1522

03 3251 8392

03 5253 8281

011 738 0233

022 225 2171

048 600 1906

025 370 6571

052 953 8572

06 6942 1071

082 511 6186 03 5209 6740

06 6578 1650

06 6543 2843

082 511 6186

087 811 8314

092 471 6331

098 866 1910

03 5473 4575
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９．地域建設業経営強化融資制度が平成25年3月31日まで延長されました！

http://www.kensetsu kikin.or.jp/saimu/keieikyouka.html

03 5253 8281

011 738 0233

022 225 2171

048 600 1906

025 370 6571

052 953 8572

06 6942 1071

011 221 2092
03 3545 5125
06 6543 2944

082 511 6186

087 811 8314

092 471 6331

098 866 1910

03 5473 4575
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雇用改善コーナー

１．宮崎県産業開発青年隊への求人申込みについて

 平成24年11月１日　

 宮崎県建設技術センター　　　　　　　
 （指定管理者：学校法人宮崎総合学院）　
 センター長　中　戸　正　一　

平成24年度宮崎県産業開発青年隊員への求人について（依頼）

　時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　宮崎県産業開発青年隊の教育ならびに就職につきましては、日頃よりご協力いただき誠にありがとう
ございます。
　さて、平成24年度宮崎県産業開発青年隊は、現在、施工管理課程（１年）隊員17名、専攻課程（２年）
隊員６名が建設技術者になるべく、日夜勉学に励んでいるところであります。
　本年度も、県内への就職を希望する隊員がおります。産業開発青年隊の教育趣旨をご理解いただき、
是非求人の申し込みをしていただくようお願い致します。

記
１　手続き先　　各地区のハローワーク
　　　　　　　　※手続き終了後、求人票の写しを建設技術センターまで提出してください。
　　　　　　　　（ＦＡＸでも構いません。）
２　注意事項　　求人申込書の学歴欄に、産業開発青年隊修了見込みの者と必ず明記してください。
３　問合せ先　　宮崎県建設技術センター　指導係長　下川　泰雄
　　　　　　　　　　　　　　　E-mail：ke-shimokawa@msg.ac.jp
　　　　　　　　住　　所　〒889-1602　宮崎県宮崎市清武町今泉丙2559-1
　　　　　　　　電話番号　0985-85-1600　　　FAX番号　0985-85-2991
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•
•
•

( ) 

２．障害者の法定雇用率が引き上げられます！
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平成 24 年４月１日現在

３．中小企業向けの主な雇用・労働関係助成金
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平成 24 年４月１日現在
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１．「監理技術者講習」のお知らせ

　平成24年度の「監理技術者講習」の今後の日程についてお知らせします。
　今年は、あと１回しかありません。更新時期にきている方は忘れず受講してください。
　平成25年度につきましては、本年同様5月、8月、11月に計画します。

日　　　程 会　　　場

平成 24 年 11 月 27 日（火） 宮崎県技能検定センター（宮大前）

※お問い合わせ　　宮崎県土木施工管理技士会　　（ＴＥＬ　0985－31－4696）

監理技術者とは、

　発注者から直接、公共工事を請け負い、そのうち、総額3,000万円以上を下
請け契約して工事を施工する場合(土木)は、監理技術者を工事現場に置かなけ
ればなりません。
　監理技術者は、常に最新の法律制度や技術動向を把握する必要があることか
ら、現行の建設業法では、監理技術者講習を修了した日から５年を経過するこ
とのないように国土交通大臣に登録された監理技術者講習を受講し、講習修了
証を携帯しなければならないことになっております。
　また、講習修了証とは別に監理技術者資格証の交付を受ける必要がありま
す。

２．継続学習制度（ＣＰＤＳ）について

　ＣＰＤＳは、土木施工管理技士に必要な技術力の向上のために加入者が講習会などで学習した場合に、
学習した記録（学習履歴）を連合会に登録し、必要な時、連合会が学習履歴証明書を発行するシステム
です。
　会員は、㈳全国土木施工管理技士会連合会（ＪＣＭ）のホームページから、新規加入したときに発行
される個人ＩＤ（ＣＰＤＳ加入者番号）とパスワードでログインします。この２つがないと会社名の変
更や学習履歴申請ができないので大切に保管してください。会社名の変更をされた時は、支部を通じて
宮崎県技士会にも変更届の提出をお願いします。
　学習履歴申請には、講習会主催者発行の受講証明書が必要です。申請期間は。学習履修後１年以内で
す。代行の場合は講習会主催者が学習履歴申請をします。技士会主催の場合はカードリーダーでの代行
申請を基本にしています。
　個人で学習プログラムを申請する場合は、講習会後に学習プログラムと学習履歴申請を同時に申請し
てください。
　学習履歴申請等で手続き料金が必要な場合は、一括送金システムになっております。手続きにつきま
しては、JCMのホームページ・継続学習・その他に詳細が記載されております。

技　士　会
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建　退　共

１．平成24年度建退共制度普及協力事業所に対する
　　理事長表彰を伝達

　平成24年度における建退共制度の普及、協力事業所に対する（独）勤労者退職金共済機構理事長表彰
を10月11日（木）宮崎県建設会館会長室で行い、建退共宮崎県支部長である永野宮崎県建設業協会長
が伝達しました。
　受賞された事業所は次のとおりです。

● 宮崎市（株）佐多技建（代表取締役　濱砂　一生）
● 都城市（株）木 場 組（代表取締役　木場　智彦）

《受賞の理由》
　両事業所とも、退職金共済制度の意義を理解し、自社において対象労働者への手帳交付など本制度の
適正実施に努めるとともに、機会あるごとに制度への加入の促進に努力している。

２．建退共宮崎県支部の概況

　①　建退共加入企業数
　　　　３，０６７社（９月末現在）
　②　被共済者数（手帳を持っている労働者）
　　　　４７，６０４名（９月末現在）
　③　退職金の支払い状況（23年度）
　　　　支払い件数　　　　１，２９９件
　　　　ポスター支払総額　１０億６７４万円
　　　　一人あたり　約７８万円
　　 　　　　　　　（最高は６７１万円）
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厚生年金基金

３．建退共宮崎県支部取扱状況（９月分）

建退共宮崎県支部　

　　 区分
月別   　

共　　済
契約者数 被共済者数 　　 　区分

月別 　  　
手帳更新
状　　況 退職金支給状況 掛金収納状況

（8月の状況）

8月末計
社 名

前年度累計
冊 件 千円 千円

3,061 47,571 391,458 44,192 26,232,759 112,514,713

加　　入 6 128 当　月　分 790 97 82,911 54,317

脱　　退 0 95 24　年　度　分 4,231 733 646,264 239,218

9月末計 3,067 47,604 累　　　計 395,689 44,925 26,879,023 112,753,931

１．事　業　概　況（９月分）

１．適　用 (平成24年９月末現在)

設 立 事 業 所 数
加　　入　　員　　数

男 女 計

310 社 3,578 550 4,128

２．給　付

　⑴　老齢年金給付及び一時金の裁定状況（平成24年度） （金額：円）

当　　　月　　　分 年　　度　　累　　計

件数 金　　　額 件数 金　　　額

退職年金
新規裁定 31 8,381,700 176 50,211,900 
失 権 者 9 1,171,700 52 7,260,100 

選 択 一 時 金 2 1,474,700 48 33,410,500 
脱 退 一 時 金
（企業年金連合会移換を含む） 19 1,901,700 144 20,133,400 

遺 族 一 時 金 1 80,000 3 403,000

　⑵　年金受給権者数 （金額：円）

件 数 年　金　額
内　　　　　訳

全 額 支 給 一 部 支 給 全 額 停 止
件数 年　金　額 件数 年　金　額 件数 年　金　額

5,817 1,210,562,700 5,714 1,163,485,000 40 24,710,700 63 22,367,000

３．保有資産（時価）
年金給付等積立金 13,066,369,398　円
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建　災　防

１．｢木造家屋建築工事現場の労働災害｣が大幅に増加しています！

宮崎県木造家屋建築工事安全対策委員会は、11月～12月を ｢木造家屋建築工事の労働災害防止強
調期間｣ として、この期間中、各労働基準監督署及び各地区木造家屋建築工事安全対策委員会に
よる木造家屋建築工事現場の安全パトロールを実施し、労働安全衛生法に基づいた改善指導等を
行います。　

　宮崎労働局の発表では、最近、県内の木造家屋建築工事現場における休業災害が大幅に増加しており、
先行きが懸念されています。
　足場・架設通路及び作業構台に関する労働安全衛生規則が改正され平成21年６月１日から施行されて
いますが、宮崎労働局において本年７月に実施された住宅建築工事に対する一斉監督の実施結果により
ますと、６割の木造家屋建築工事現場における墜落・転落災害防止措置違反が認められ11の工事現場に
おいて ｢作業停止や立入禁止｣ 等の行政処分が行われています。
　会員事業場の皆様方の木造家屋建築工事現場においては、｢点検資格を有する点検実施者による足場
等の安全点検｣ を確実に実施して頂いて、｢危険ゼロで労働災害のない明るい職場｣ の形成をお願いし
ます。

｢重点的点検項目｣

　イ　各種作業主任者の選任と職務遂行状況
　ロ　足場、脚立、はしご等の墜落・転落災害防止措置状況
　ハ　丸ノコ等木材加工用機械の接触予防装置の状況
　ニ　電気機械器具等の感電防止措置状況
　ホ　保護帽、安全帯の着用状況

２．｢宮崎県最低賃金の改定｣について(宮崎労働局からのお知らせ)

宮崎県最低賃金が時間額653円に改正

　宮崎県最低賃金は、本年10月26日から、「時間額653円」に改正されること

になりました。

　最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働

者に適用されます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔問合せ先〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎労働局労働基準部　賃金室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　０９８５－３８－８８３６
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火 薬 保 安 協 会

１．24年度火薬類取扱保安責任者等試験結果
　
　本年９月２日（日）宮崎サザンビューティ美容専門学校において実施した、甲種・乙種火薬類取扱保
安責任者及び製造丙種の知事試験の結果は下記のとおりでした。
　宮崎県関係は、48名が合格！！　おめでとうございます。
　合格者は、早めに知事宛（県・消防保安課）に免状の交付申請を行い、免状の交付を受けてください。
　なお、火薬類作業従事者は免状の写しを添付し、火薬保安協会へ保安手帳の交付申請を行い、火薬類
保安手帳（黒手帳）の交付を受けてください。
☆　県内の状況

区　　分 甲種取扱責任者 乙種取扱責任者 丙種製造責任者 計
受 験 者 数 ７５ ２６ 　２ １０３
合 格 者 数 ３９ 　７ 　２ 　４８
合 格 率 ５２．０％ ２６．９％ １００％ ４６．６％

☆　全国の状況

区　　分 甲種取扱責任者 乙種取扱責任者 丙種製造責任者 計
受 験 者 数 ２，４９０ ９９９ １４６ ３，６３５
合 格 者 数 １，３１１ ５７２ 　８６ １，９６９
合 格 率 ５２．７％ ５７．３％ ５８．９％ ５４．２％

☆　県内合格者の養成講習受講状況

区　　分 養成講習受講者 養成講習未受講者 計
受 験 者 数 ２０ ８３ １０３
合 格 者 数 １０ ３８ 　４８
合 格 率 ５０％ ４５．８％ ４６．６％

◎県内の過去３年間の合格率一覧

年　度　別 甲種取扱責任者 乙種取扱責任者 丙種製造責任者 計
平成 24 年度 ５２．０％ ２６．９％ １００％ ４６．６％
平成 23 年度 ３０．４％ ４３．２％ 　　０％ ３４．３％
平成 22 年度 ４６．３％ ３０．８％ 　　０％ ４１．５％

※全体の合格率は過去３年間で最高でしたが、乙種試験の合格率が低調でした。引き続き受験予定者に
対するご指導をお願いします。

２．講習会の日程について

　本年の残りの講習会日程は次のとおりです。保安手帳の有効期限を確認し、講習受講の必要な方は、
当協会への受講申込を急いで行ってください。
⑴　責任者及び従事者保安講習会

月    日 曜 開 催 地 講 習 会 場 講 習 時 間
１１月８日 木 西 　都　 市 西 都 建 設 会 館 13:00 ～ 17:00
１２月６日 木 宮　 崎　 市 宮 崎 県 建 設 会 館 13:00 ～ 17:00

(2)　再教育講習会

 １２月６日 木 宮 　崎　 市 宮 崎 県 建 設 会 館 10:00 ～ 17:00
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保 証 会 社

１．宮崎県内の公共工事動向（前払保証分）（９月分）

 西日本建設業保証㈱　
 宮　 崎　 支 　店　

Ⅰ．全般の状況  （単位：件、 百万円） 
当　　　月 累　　　計

件　数 増減率 請負金額 増減率 件　数 増減率 請負金額 増減率
平成２４年度 385 ▲10.5% 12,103 ▲13.2% 1,760 0.3% 69,114 10.6%
平成２３年度 430 ▲3.8% 13,942 4.5% 1,754 ▲1.9% 62,462 ▲13.8%
平成２２年度 447 ▲36.5% 13,347 ▲40.6% 1,788 ▲24.2% 72,470 ▲12.2%

※増減率：当月は前年同月比、累計は前年同期比。以下同じ。

Ⅱ．発注者別の状況  （単位：件、 百万円） 
当　　　月 累　　　計

件　数 増減率 請負金額 増減率 件　数 増減率 請負金額 増減率
国 37 ▲24.5% 3,197 ▲0.9% 206 22.6% 19,726 27.4%

独立行政法人等 5 ▲28.6% 522 ▲81.5% 41 36.7% 12,312 19.6%
県 155 ▲3.1% 4,710 23.4% 539 ▲8.2% 17,118 7.1%

市 町 村 185 ▲11.5% 3,629 ▲6.7% 952 0.0% 18,612 ▲1.6%
そ の 他 3 ▲40.0% 42 ▲76.8% 22 29.4% 1,344 ▲24.3%

計 385 ▲10.5% 12,103 ▲13.2% 1,760 0.3% 69,114 10.6%

Ⅲ．地区別の状況  （単位：件、 百万円） 
当　　　月 累　　　計

件　数 増減率 請負金額 増減率 件　数 増減率 請負金額 増減率
宮 　 崎 103 7.3% 2,851 ▲36.8% 404 2.3% 14,490 10.3%
高 　 岡 12 ▲14.3% 157 ▲30.9% 57 ▲25.0% 808 ▲31.2%
西 　 都 16 ▲27.3% 229 ▲28.6% 72 0.0% 1,816 0.1%
高 　 鍋 38 31.0% 2,202 32.5% 103 10.8% 6,045 7.1%
日 　 南 23 9.5% 861 234.3% 110 ▲14.1% 3,496 43.1%
串 　 間 11 ▲47.6% 418 ▲9.7% 72 1.4% 1,444 5.3%
都 　 城 45 ▲10.0% 1,051 ▲4.0% 237 10.7% 6,014 ▲0.2%
小 　 林 46 ▲9.8% 1,092 ▲11.8% 186 10.1% 4,704 20.1%
日 　 向 41 ▲4.7% 1,439 11.6% 236 4.0% 16,758 45.9%
延 　 岡 29 ▲34.1% 1,206 ▲42.6% 183 ▲8.5% 11,218 ▲17.7%
西 臼 杵 21 ▲46.2% 592 ▲23.3% 100 ▲8.3% 2,316 28.2%

計 385 ▲10.5% 12,103 ▲13.2% 1,760 0.3% 69,114 10.6%
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　中間前金払制度とは、建設企業の資金需要へ的確に対応することを目的として、当初の前払金40％に
加え、更に20％の前払金を請求することができる制度です。

＜制度採用発注者＞
　宮崎県、宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、えびの市、串間市、西都市、三股町、高鍋町、
国富町、綾町、木城町、川南町、都農町、美郷町、高千穂町、日之影町、椎葉村、諸塚村、国土交通省、
農林水産省など。
　

＜請求可能時期＞
　工期の２分の１を経過し、かつ工期の２分の１を経過するまでに実施すべき作業が終了し、工事の出
来高が50％以上となったとき。

＜中間前払のメリット＞
　①　簡単な手続で工事代金が早く受け取れます。

　②　一括現金払出のため、迅速な支払ができます。

　③　保証料が一律０.０６５％と格安です。

　　　例：中間前払金１０００万円の場合、保証料はわずか６５００円です。

＜保証申込時に必要な書類＞
　　１．保証申込書

　　２．使途内訳明細書 （「既済部分の材料費・労務費」として一括現金計上）

　　３．認定調書（通知書）の写し

※認定調書とは、その工事が中間前払の支出要件を満たしていることを発注者が証明する書類です。
中間前払金を請求可能な時期になりましたら「中間前金払認定請求書（申請書）」に「工事履行報告書」
を添えて発注者に提出して下さい。発注者より「認定調書（通知書）」が発行されます。

平成24年度宮崎県内の中間前払保証実績（平成24年９月末現在）
（単位：件、千円）

発　注　者 件　数 請負金額 増減率(件数) 増減率(請負金額)

国立大学法人 4 2,579,850 ＜　 ＜　

宮　崎　県 66 3,399,645 ▲17.5% ▲10.6%

宮　崎　市 12 729,981 ▲36.8% 45.0%

都　城　市 3 93,502 ▲62.5% ▲84.4%

延　岡　市 16 489,582 60.0% 141.7%

美　郷　町 2 53,025 100.0% 81.1%

そ   の   他 2 81,858 ＜　 ▲18.4%

計 105 7,427,445 ▲14.6% 40.5%

２．中間前金払制度のご案内
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試験・研修等のご案内

１．平成24年度建設業経理検定試験のご案内

　建設業振興基金では、建設業会計知識の普及および処理能力の向上を目的として、建設業会計
に関する検定試験を実施しています。このうち１級・２級は登録経理試験（建設業法施行規則第
18条の3）として、３級・４級は当財団独自の検定試験として施行しており、各々の名称は「建
設業経理士検定試験（１級・２級）」、「建設業経理事務士検定試験（３級・４級）」となっています。
　なお、公共工事に入札しようとする企業が受審しなければならない経理事項審査（建設業法第
27条の23）においては、「公認会計士等の数」で１級および２級建設業経理士を「監査の受審状況」
で１級建設業経理士を評価しているため、建設業界では大変意義深い資格試験として取り扱われ
ています。是非この機会にお申し込みいただきますようご案内申し上げます。

１．試験日程

下期試験：第13回 建設業経理士検定試験（１級・２級）
　　　　　第32回 建設業経理事務士検定試験（３級・４級）

受験申込
受付期間

平成24年11月10日（土）～11月30日（金）　〔消印有効〕
※申込書配布期間：平成24年10月25日（木）～11月30日（金）

試 験 日 平成25年３月10日（日）

合格発表日 平成25年５月10日（金）

【実施機関・お問合せ先】

一般財団法人　建設業振興基金 建設業経理検定試験センター
東京都港区虎ノ門4-2-12　TEL.03-5473-4581
http://www.kensetsu-kikin.or.jp/gyom2/

協　　賛

（一社）全国建設業協会・（社）全国中小建設業協会・（一財）建設物価調査会・（財）経済調査会・北海道建設業

信用保証（株）・東日本建設業保証（株）・西日本建設業保証（株）・専門工事業全国団体　その他建設業関係団体
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２．受験資格
　どなたでも、希望の級を受験することができます。

３．試験の内容及び程度
　各試験級の内容と程度は下表のとおりです。なお、１級は原価計算、財務諸表、財務分析の３科目
から成る科目合格制をとっており、有効期限内に３科目全てに合格すると１級資格者となります。

級　別 内　　　　容 程　　　　　度

１　級 建設業原価計算、財務諸
表論及び財務分析

上級の建設業簿記、建設業原価計算及び会計学を修得し、会社
法その他会計に関する法規を理解しており、建設業の財務諸表
の作成及びそれに基づく経営分析が行えること。

２　級 建設業の簿記・原価計算
及び会社会計

実践的な建設業簿記、基礎的な建設業原価計算を修得し、決算
等に関する実務を行えること。

３　級 建設業の簿記・原価計算
基礎的な建設業簿記の原理及び記帳並びに初歩的な建設業原価
計算を理解しており、決算等に関する初歩的な実務を行えるこ
と。

４　級 簿記のしくみ 初歩的な建設業簿記を理解していること。

４．試験日の時間割・試験時間等
　試験日の時間割・試験時間・出題数は下表の通りです。試験の時間割・開始時刻等は上期試験と下
期試験で異なりますのでご注意ください。
※３級・４級は特別研修にて募集しています。

【下期】

時　間　割 １ 時 間 目 ２ 時 間 目 ３ 時 間 目

試験級
（試験時間・出題数）

１級財務諸表
（9:30 ～ 11:00・５題）

１級財務分析
（12:00 ～ 13:30・５題）

１級原価計算
（14:40 ～ 16:10・５題）

4　　級
（9:30 ～ 11:00・４題）

３　　級
（12:00 ～ 14:00・５題）

２　　級
（14:40 ～ 16:40・５題）

５．複数受験
　１級は、１科目受験のほか、２科目または３科目の受験が可能です。また、「２級と３級」、「３級
と４級」の組み合わせによる受験も可能ですが、これ以外の組み合わせによる複数受験（例えば１級
各科目と２級の組み合わせ）はできません。
　　なお、複数の級・科目をお申し込みされる場合でも、申込書は１枚でお申し込みできます。

６．試 験 地
　全国主要都市で実施します。

７．受験料（消費税込）
１級（１科目）……………… 7,200円　　　１級（２科目）………………10,300円
１級（３科目）………………13,300円　　　２級…………………………… 6,100円
３級…………………………… 5,100円　　　４級…………………………… 4,100円
２級・３級……………………11,200円　　　３級・４級…………………… 9,200円
※上記受験料のほか、「受験申込書」を入手されて申し込みされる場合は、申込書代として300円（消
費税込）が必要となります。また、インターネットで申し込みされる場合は、申込書代は不要ですが、
決済手数料として300円（消費税込）が必要です。
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８．申込方法　－申込期間〔下期試験：11月10日～11月30日〕－
　検定試験の申し込みは、以下の２つの方法があります。
　Aインターネットによる申し込み
　　•申込者ごとのE-mailアドレスが必要となります
　　•支払方法はクレジットカード決済またはコンビニ決済のいずれかです
　　•写真のみ普通郵便で郵送（※写真送付免除の場合があります。詳しくは「９．写真送付の免除」

をご覧ください）
　B「受験申込書」郵送による申し込み
　　•申込書の入手が必要です
　　•支払方法は郵便局またはゆうちょ銀行での払い込みとなります
　　•受験申込書・写真・振替払込受付証明書を「簡易書留」郵便にて郵送
　　　（※写真送付免除の場合があります。詳しくは「９．写真送付の免除」をご確認ください）

Aインターネットによる申し込みの流れ
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詳細は右記へ　→　http://www.kensetsu-kikin.or.jp/gyom2/

B「受験申込書」郵送による申し込みの流れ
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⑴　窓口での入手
　当財団や全国の都道府県建設業協会等の窓口（カウンター等）で下記の期間（土日・祝日・振替休
日をのぞく）、配布しております。
　配布部数には限りがございますので、お早めにお求めください。
　　●配布期間〔下期試験：10月25日～ 11月30日〕
　　●申込書代金（300円）は受験料と共に払い込みいただきますので、申込書入手時には不要です。
　　●配布先一覧は、次のURL（ホームページ）でご確認いただけます。

http://www.kensetsu-kikin.or.jp/gyom2/

⑵　郵送請求
　上記窓口での入手が困難な方は、①受験申込書送付依頼書（次ページ）に必要事項をご記入の上、
②送料分の切手と共に、当財団宛てにお送りいただければ、当方より申込書をお送りいたします。
　●取扱期間〔下期試験：10月25日～ 11月22日（いずれも基金到着分迄〕
　●申込書代金（300円）は当方からお送りする申込書に添付している払込用紙を用い、郵便局ま
たはゆうちょ銀行で受験料と共に払い込みいただきますので、申込書の郵送請求時には不要です。



－ 27 －

受験申込書
送付先住所

※勤務先に送付する
場合は、会社名や
ビル名を必ず記入
してください。

〒　　－　　　

お　名　前 様

カナ氏名

電話番号
（日中ご連絡先） 　　　　　－　　　　　　－

申込書請求部数 部 送料（切手） 円分

　【①及び②の送付先】
　　〒105-0001　東京都港区虎ノ門4-2-12
　　　（一財）建設業振興基金
　　　建設業経理検定試験センター　試験係

　　　 下期試験：11月22日 到着分迄（ （
　※郵送請求の場合、申込書が到着するまでに１週間程度かかりますので、お早めにご請求ください。

９．写真送付の免除
　平成19年度以降の検定試験又は平成20 ～ 23年度特別研修の申込者は、写真の送付を免除いたします。
この措置をお受けになりたい方は、申込の際に該当する「整理番号」が必要となります。「整理番号」
は受験票あるいは合否通知に記載しています。写真送付の免除は顔写真提出後５年間有効です。

10．１級科目合格の有効期限…１級科目合格に５年の有効期限
　１級各科目の合格は、合格通知書の交付日から５年間有効です。合格通知書の交付日を基準日として、
それ以後５年の間に行われる試験において、残りのすべての科目を取得すれば「１級建設業経理士」と
なり、合格証明書が交付されます。
　有効期間内に３科目全てに合格できなかった場合、期間が満了した科目は合格が消滅します。１級取
得のためには、合格が消滅した科目を再度受験する必要があります。

■東日本大震災発生に伴う対応といたしまして、大震災発生時（平成23年３月11日）
に有効であった科目合格は、有効期限を６ヶ月間延長いたしました。

【この対応は、第８回試験までの１級科目合格が対象となります。】〈 〈
11．参考図書に関する問い合わせ・注文先
　当財団では下記の参考書等を発行しています。
　　•建設業会計概説（１級：財務諸表・財務分析・原価計算、２級、３級）
　　•初歩の建設業会計（４級）

•ご注文はこちらまで。　→ （株）建設産業振興センター　〒105-0001　東京都港区虎ノ門4-3-10
 TEL 03-5408-1881　FAX 03-5408-1882

申込書請求部数 送料（切手）
１部 140円分
２～３部 240円分
４～14部 350円分

15部以上 宅配便の送料
着払いで送付

〈切り取り線〉

－受験申込書送付依頼書－
下期試験：11月22日までに必着※この依頼書と送料分の切手を期日までにお送りください。

太枠内を宛先として申込書をお送りします。

内容に不明な点があった場合に、お問い合わせ
可能な電話番号をご記入ください。

申込書の請求部数及び送料（切手）をご記
入ください。申込書代金は後払い（受験料
と共に払い込み）のため不要です。
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書籍等のご案内
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《後期分243名に給付》
　共済団は11月５日、平成24年度の育英奨学金の後期分（平成24年10月～平成25年３月まで）

として要保育児14名、小学生63名、中学生53名、高校生60名、大学生等53名の計243名に対

し29,514,000円を給付しました。

　また、その内当団の東日本大震災の支援金を支給された方の子16名（要保育児２名、小学

生５名、中学生２名、高校生５名、大学生２名）も対象として、1,704,000円を給付しました。

《育英奨学金制度とは》
　この制度は、「社会有用の人材育成を通じ建設業の発展に資すること」を目的として昭和60

年から実施され、現在までに奨学生の延べ人数は6,842人、累計給付額は12億5,892万円余と

なっています。

　奨学金は、業務災害または通勤災害により、死亡、身体障害１～３級、傷病１～３級に該当

し、建設共済制度の共済金支払い対象となった被災者の子に対して給付されるもので、保育期

間および小学校から大学までの在学期間中、継続して給付しています。

　なお、共済団の奨学金制度は他の奨学金制度との併用も可能で、返済は不要です。

◎給付額は以下のとおりです。

　•要保育児……………月額　１２，０００円　　年額　１４４，０００円

　•小 学 生……………月額　１２，０００円　　年額　１４４，０００円

　•中 学 生……………月額　１６，０００円　　年額　１９２，０００円

　•高 校 生……………月額　１８，０００円　　年額　２１６，０００円

　•大学生等……………月額　３９，０００円　　年額　４６８，０００円

◎要保育児および奨学生の対象であるにもかかわらず手続きがお済みでない場合は、随時

　受付けておりますので共済団までご連絡下さい。

（財）建設業福祉共済団からのお知らせ（財）建設業福祉共済団からのお知らせ（財）建設業福祉共済団からのお知らせ（財）建設業福祉共済団からのお知らせ

育英奨学金後期分29,514,000円、243名に給付!!
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資料請求や掛金試算もできます。ご利用ください。

（財）建設業福祉共済団　　ＴＥＬ０３－３５９１－８４５１




